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日本のスポーツ界では、体罰が長年にわたり「指導」の一環として容認されてきた歴史がある。近

年、体罰は人権侵害として否定的に捉えられるようになっているものの、学校運動部活動を中心に依

然として発生が確認されている。本研究の目的は、体罰が特定の指導者の資質や倫理観の問題に還元

されるのではなく、競技特性や指導環境、文化的背景が相互に作用することで正当化されてきた構造

的現象であるという仮説を検証することである。この視点から体罰問題を捉え直すことは、スポーツ

指導の在り方を再考する上で重要な意義を有する。 

研究方法としては、体罰に関する先行研究および新聞報道資料を中心とした文献調査を行い、競技

特性に着目した比較分析を行った。具体的には、体罰が正当化されやすい競技として野球および柔道

を、正当化されにくい競技として卓球および水泳を取り上げ、それぞれの競技構造、評価の仕組み、

指導環境の特徴を検討した。 

分析の結果、勝敗や成果への圧力が強く、集団統制や指導者の裁量が大きい競技ほど、体罰が「必

要な指導」として意味づけられやすいことが明らかとなった。一方で、成果評価が客観化され、個人

の責任が明確で指導環境が開放的な競技では、体罰が正当化されにくい構造が確認された。 

以上より、体罰は競技名そのものによって生じるのではなく、競技特性と文化的価値観が結びつく

ことで再生産されてきた現象であることが示された。今後は、指導者個人への対策にとどまらず、評

価制度や指導構造そのものを見直すことが体罰問題解決の課題である。 


